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自宅に戻る為リハビリを受ける

非該当

要支援１・２

要介護１～５

介護予防したい

介護予防サービスを
受けたい

自宅で生活したい

一般介護予防事業

地域包括支援センター
介護支援専門員(ケアマネジ
ャー)に調整してもらう

認定を
受けるまで

※詳しくはHP「介護について」を
　ご覧ください

全ての高齢者が利用可能。
相談窓口→各市町へ

介護予防・生活支援総合事業
相談窓口→各市町へ

介護予防サービス

予防が目的。
介護予防通所リハビリ(デイケア)、
介護予防訪問リハビリ、
介護予防通所介護(デイサービス)、
介護予防訪問介護、介護予防訪問看護、
介護予防短期入所(ショートステイ)、
介護予防福祉用具貸与

自宅でサービスを受けたい ある程度自分の事が出来る

居宅介護支援事業所
状況に応じた適切な介護サービスを利用できるよう介護支援専門員
(ケアマネジャー)が、利用計画 (ケアプラン)の作成やサービス事業
者等との連絡・調整などを行う。

訪問看護
看護師、保健師などが自宅を訪問。主治医の
指示に基づき健康チェック、医療的ケア、看
護ケアを行う。

訪問リハビリ
リハビリ専門職が自宅を訪問。主治医の指示
に基づき心身の機能維持や回復、日常生活の
自立を目指したリハビリを受けられる。

訪問介護
訪問介護員が自宅を訪問。身体介護（入浴・オ
ムツ交換など）生活介護(掃除・洗濯・買い物な
ど）を受けられる。　　      　料金：時間単位

看護師もしくは准看護師1名と介護職員２名
以上の３名以上で訪問。簡易浴槽を持込み
入浴介助を受けられる。
（寝たきりでも入浴可）       料金：１回あたり

訪問入浴

住環境の整備
福祉用具レンタル　　特定福祉用具の販売
住宅改修

小規模多機能型居宅介護
同じ事業所で通所（デイサービス）を中心に訪
問サービスや宿泊（ショートステイ）を組合せ
利用する。それぞれのサービスの定員を超え
なければ利用回数に制限なし。
料金：月額定額制（宿泊費・食事等別途必要）

短期入所（ショートステイ）
介護者の負担軽減(不在時)など一時的(30日
以内)な入所。状態に沿った食事・排泄・入浴な
ど日常生活に必要な支援を受けられる。
１泊から利用可能。
生活介護→特別養護老人ホーム
療養介護→老人保健施設

小規模多機能型居宅介護
同じ事業所で通所（デイサービス）を中心に訪
問サービスや宿泊（ショートステイ）を組合せ
利用する。それぞれのサービスの定員を超え
なければ利用回数に制限なし。
料金：月額定額制（宿泊費・食事等別途必要）

通所介護（デイサービス）
日帰りで食事・入浴・レクリエーション・機能
訓練などのサービスを受けられる。

通所リハビリ（デイケア）
日帰りで専門的機器やスタッフによる運動機
能向上などのリハビリを受けられる。食事・
入浴も可能でリハビリを中心に短時間から
利用可能。

医療と介護が必要な方
・介護療養型施設

・介護老人保健施設
介護を多く必要とする方
・特別養護老人ホーム：
　在宅生活が困難、常時介護が必要など
　要介護３から利用可能。

・介護付き有料老人ホーム：
・グループホーム：　など
認知症がある
・グループホーム：
　共同生活、家庭的な環境でサービスを受けられる。住民票
　のある同一市・町内で要支援２から利用可能。

・介護付き有料老人ホーム：　など

有料老人ホーム
・介護付き：24時間、介護員が常駐している。
　介護サービスを受けられる。

・住宅型：食事サービス、日常的な生活支援を受けられる。
　介護が必要な場合は通所・訪問サービスを別途に受ける。

・サービス付き：日中は生活相談員が常駐、安否確認
　・生活支援を受けられる。介護が必要な場合は通所・訪問
　サービスを別途に受ける。

軽費老人ホーム
比較的、低料金で入居が可能（各施設で入居条件が異なる）
食事の提供があるA型と、食事の提供がないB型がある。

基本的に経費老人ホームA型と同じ支援が受けられる。
介護が必要になっても退所しなくて良い。

ケアハウス

自宅での生活が困難な方が市町の措置により入所する施設。
相談窓口→各市町へ

養護老人ホーム

住環境の整備
福祉用具レンタル　　特定福祉用具の販売
住宅改修

訪問サービス 通所サービス
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